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 ○保育園：就労などのために家庭で保育できない保護者にかわって保育を行う施設です。 

 ○認定こども園：幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。 

 

  

 
 ○保護者の就労などによる保育の必要性と、子どもの年齢に応じて３つに区分されます。 

認定の区分 対象となる子ども 利用できる施設 

１号認定 

（教育認定） 

満３歳以上の未就学児で幼稚園等での教

育を希望する場合 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

（保育認定） 

満３歳以上で、保護者の就労などにより保

育園等での保育を希望する場合 

保育園 

認定こども園 

３号認定 

（保育認定） 

満３歳未満で、保護者の就労などにより保

育園等での保育を希望する場合 

保育園 

認定こども園 

   
○保育認定（２号・３号）については、保護者の就労等で保育が必要な時間によって 

利用時間が決まります。（１号認定の教育標準時間は１日４時間を標準とします。） 

保育の必要量 保育時間 就労・就学時間 

保育標準時間認定 最長１１時間/日 １ヶ月１２０時間以上 

保育短時間認定 最長 ８時間/日 １ヶ月４８時間以上１２０時間未満 

 
 

 

○保育園等へ入園できる児童は、以下の①～⑩のいずれかに該当する必要があります。 

 （２号・３号認定の場合） 

①労働（月４８時間以上） ⑥求職活動（目安 90 日まで） 

②妊娠・出産（産前産後２カ月） ⑦就学等 

③保護者の疾病、障がい ⑧虐待やＤＶのおそれがあること 

④同居または長期入院している家族の介

護・看護 

⑨育児休業を取得する前に既に保育所等

を利用している子どもがいて継続利用

が必要なこと 

⑤災害復旧   ⑩その他、町長が必要と認める場合 

 ※上記の事由に当てはまらない場合は１号認定（教育認定）となります。 

 

 

 

 

 

 



                                 

施 設 名 

（設置者） 

公私

の別 
所在地 定員 電話番号 

湯前保育園 

（湯前町社会福祉協議会） 
私 湯前町２４６０ 

2，3 号認定 

60 名 
４３－２０２４ 

保育時間 

☆短時間認定：8 時半～16 時半  標準時間認定：7 時半～18 時半 

※19 時までの延長保育あり 

   

施 設 名 

（設置者） 

公私

の別 
所在地 定員 電話番号 

慈光こども園 

（社会福祉法人慈光明徳会） 
私 

湯前町 

１９６２－１ 

1 号認定:15 名 

2,3 号認定:30 名 

計：45 名 

４３－２１８０ 

保育時間   

☆1 号認定    9 時～13 時 ※保育時間外の預かり保育あります 

☆2，3 号認定   短時間認定：8 時半～16 時半  標準時間認定：7 時～18 時 

   ※19 時までの延長保育あり 

 

 

 

★令和７年度の情報です。令和８年度に

変更になる場合もあります。 

 

 

＊＊＊ 各施設の詳しい内容は、別紙の「入園案内」をご覧ください ＊＊＊ 

裏面へ続く 



              
 
 

○令和８年度から新たに入園を希望される方は申込手続きをお願いします。 
   ※既に入園中の児童がいる保護者の方へは、別途通知にてお知らせします。 

 

１．提 出 物 ①支給認定申請書（兼保育所利用申請書） 

 ②家庭で保育できないことを証明する書類（就労などの証明） 

（１号認定希望の場合は必要ありません。） 

        ③令和８年１月２日以降に湯前町に転入してきた方は、保育料を算定するための

資料 『住民税課税（非課税）証明書』（2 か年分※1）の提出が必要です。 

父母以外に同居している祖父母等の扶養義務者がいる場合はその方の分も必

要です。収入がなかった方も提出が必要です。（但し、保育料・副食費は無償） 

※但し、「個人番号による地方税関係情報の取得に係る同意書※２」をご提出

いただける場合は、③は提出不要となります。 

 
※1 ◎令和８年４⽉から令和８年８⽉までの保育料算定⽤ 

令和７年度住⺠税課税（非課税）証明書（令和７年１⽉１⽇居住地の市町村発⾏） 
◎令和８年９⽉から令和９年８⽉までの保育料算定⽤ 
令和８年度住⺠税課税（非課税）証明書（令和８年 1 ⽉ 1 ⽇居住地の市町村発⾏ 

︓令和８年６⽉以降、取得可能） 
※２ 様式は保健福祉課窓⼝にあります。 

 
２．提 出 先 湯前町役場 保健福祉課（湯前町保健センター内）�４３－４１１２ 
 
３．受付期間 （町内の園）令和７年１２⽉１９⽇（⾦）〜令和８年１⽉１６⽇（⾦） 
          （町外の園）令和７年１２⽉１９⽇（⾦）〜令和８年１⽉１３⽇（⽕） 

※期限以降も随時受付はしていますが、希望⽉から第 1 希望の施設に⼊所できないことも 
ありますので、お早めにご連絡ください。 

※提出物の①以外の書類の提出は後⽇でも結構です。 
※⼊園希望施設も第 2 希望までを、必ず記⼊をお願いします。 

 
４．そ の 他  年度途中から⼊所希望の⽅は（特別な理由がない限り)⼊所予定⽉の１ヶ⽉前までには

ご連絡ください。 
※保育⼠の新規雇⽤が必要な場合がありますので、早めに申請がないと希望⽉に⼊所で

きないことがあります。 
 

※その他、保育園に関するご質問やご相談などがありましたら、お気軽にご連絡ください。 
 

【お問い合わせ先】 湯前町役場 保健福祉課（保健センター内） 

＊子ども・子育て支援係  �４３－４１１２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育標準時間 保育標準時間 保育短時間 保育短時間
町 国 町 国

生活保護法による被保護世帯 0円 0円 0円 0円 — —

① 0円 0円 0円 0円 — —

② 0円 0円 0円 0円 — —

① 4,500円 9,000円 4,450円 9,000円 ○
○

第2子以降は無

料

② 10,000円 19,500円 9,900円 19,300円 ○ —

③
町民税所得割課税額

（ひとり親等）
48,600円 未満 6,000円 9,000円 5,900円 9,000円 ○

○
第2子以降は無

料

④ 町民税所得割課税額 48,600円 未満 13,000円 19,500円 12,800円 19,300円 ○ —

①
町民税所得割課税額

（ひとり親等）
77,101円 未満 7,000円 9,000円 6,900円 9,000円 ○

○
第2子以降は無

料

② 町民税所得割課税額 97,000円 未満 18,000円 30,000円 17,700円 29,600円

○
町民税所得割課

税額57,700円

未満世帯

—

町民税所得割課税額 169,000円 未満 23,000円 44,500円 22,700円 43,900円 — —

町民税所得割課税額 301,000円 未満 24,000円 61,000円 23,600円 60,100円 — —

町民税所得割課税額 397,000円 未満 25,000円 80,000円 24,600円 78,800円 — —

町民税所得割課税額 397,000円 以上 26,000円 104,000円 25,600円 102,400円 — —

1 児童の属する世帯の階層が第３階層から第８階層と認定されても、算定対象となる子どもの年齢制限を行わず、第４子以降については、徴収金の額を０円とします。

2

3 令和7年度は第3子以降の3歳未満児の保育料については軽減措置があります。(熊本県多子世帯子育て支援事業対象児童：第7階層及び第8階層を除く)

4 令和元年１０月から３歳以上児と３歳未満児の非課税世帯の利用料を無償化及び３歳以上児の年収３６０万未満相当世帯の副食費につきましても免除となります。

※

湯前町の保育料（３歳未満児）＊令和元年10月から3歳以上児と3歳未満児住民税非課税世帯は保育料無償化になっています。

各月初日の保育の実施に係る入所児の属する階層区分
多子世帯年齢制

限撤廃
ひとり親等軽減

1

2

町村民税非課税世帯(ひとり親等)

町村民税非課税世帯

3

町村民税課税世帯（均等割のみ）
(ひとり親等)

町村民税課税世帯（均等割のみ）

第３階層から第４階層と認定された多子世帯及びひとり親等世帯については軽減措置があります。（第4階層一般世帯、ひとり親等世帯それぞれの住民税課税額に制限有り）

 国が定める保育料と町が定める保育料との差額分（軽減額）については、湯前町の子育て支援事業の一環として、町の一般財源で経費負担しています。、

4

5

6

7

8

 
 

※令和７年４⽉から湯前町の⼦育て⽀援策の⼀環として、すべての世帯に対して保育料
及び副⾷費について無償となりました。（下の保育料基準額表は参考のために掲載して
います。） 

 

Ｐｏｉｎｔ 

＊⼊園申し込み⽅法や保育料についてご不明な点は、保健センター窓⼝にお気軽にお問い合わせください。 



令和８年度 入園のご案内

… 乳幼児期の外遊びのメリット …

Yunomae

湯前保育園

五感が受け取る情報量がとても多い

野外や自然の中は、部屋の中で遊んでいる時とくらべ、子どもの脳が受け取る情報量が全然

違います。

大きな青空の下は、子どもにとって「発見の連続」まさに学びの宝庫です。

刻々と動く太陽や伸びる影、季節によって変わる色、におい、温度、夏の日差しのまぶしさ

や冬の北風の冷たさ、春の新緑の香り、秋の澄んだ空と紅葉など五感を通して受け取る刺激

は、子どもの創造力や感性を大きく育てます。

好奇心・探究心を刺激

自然の中に身をおくと「なぜ？どうして？」と不思議に思う出来事ばかりで、子どもの好奇心・

探究心を刺激してくれます。季節や時間によってみるみる変化する景色、虫や動物の生態系、天

気や環境など学ぶことはたくさんあり、チャンスを与えれば子どもは自分で疑問をもったことを

探究する楽しさを知ります。

〒868-0600 熊本県球磨郡湯前町2460番地

☏0966-43-2024
HP：http://yunomae-hoikuen.com/

Mail：yunomae.hoikuen@gmail.com

定員：６０名

◆開所時間（7：30～）

◆延長保育（18：30～19：00）

◆病児保育（体調不良児対応型）

◆障害児保育

◆一時預かり保育

◆子育てサークル「ゆのっこ」

恵まれた自然のなかで、子どもたちはのびのび

遊びながらたくさんのことを学びます。

魅力ある環境で子育てをしてみませんか？

湯前保育園ではわくわくドキドキの毎日が子

どもたちを待っています!

予想外のハプニングから育つ非認知能力

野外や自然ので遊んでいると、家にいては考えられないようなハプニングがおこります。石をど

けたら虫がぴょーんと飛び出してきたり、草むらを歩いたら全身ひっつき虫だらけになったり、

砂場で川を作ったら崩れたり、こういった予想外の出来事から新しい視点や気づきを得て、発想

力や、ものごとを多面的に見る力が育ちます。

コミュニケーション能力の向上

みんなで協力しあって穴を掘ったり、小さいお友達に遊具を譲ったり、知らず知らずのうちにコ

ミュケーションスキルが磨かれています。遊びの中で協力したり、ルールを守ったり、意見を出

し合ったりすることを通して、社会性が養われます。

※見学は随時おこなっております。

お気軽にお電話ください。



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人慈光明徳会 

幼保連携型認定こども園 慈光こども園 

慈光こども園では、仏教保育の精神を大事にしながら、
「ありがとう」「ごめんなさい」「いただきます」といっ
た日々の言葉を通して、命への感謝と他者を思いやる心
を育てています。 
小さな町の小さな園だからこそ、先生たちは一人ひとり
の笑顔と成長を見守り、家族のように温かい関係の中
で、子どもの「できた！」を一緒に喜びます。 

いのちはひとつ。 

すべての子どもがかけがえのない存在です。 

https://jikou-meitokukai.jp/ 

地域に育ててもらい、未来で地域に恩返しできる人を育てたい！！ 

湯前町は、人口が減り、子どもの数も少なくなっています。 
それでも、この町には美しい自然と、人のやさしさがあります。 
 
子どもたちはここで自然に触れ、挨拶や助け合いを学び、 
生きる力を身に着けていきます。 
 
そしてやがて、町を超えて、どこでも輝ける人に。 

「生まれ育った湯前町で、これから自分の子どもも育てたい！そんな思い

がずっと心にありました。湯前町には、若い人からお年寄りまで温かくつ

ながり合える心地よい距離感があります。これからも、『料理』を通して

熊本や湯前町の魅力をたくさんの人に伝えていきたいです。子どもが生ま

れた際は、よろしくお願いします！」 

（徳丸レストラン：調理師・伊藤康紘さん） 

「水害後にボランティアで湯前町に戻った際、町の元気がなくなっている

のを見て“このままではいけない”と感じ地元に戻りました。外に出たか

らこそわかる、湯前町の“何もないことこそが魅力”だと気づきました。

頑張る仲間や家族と共に、この町の良さを世界へ発信していきたいと思い

ます！これからは湯前町を拠点に人と人とのつながりを広げ、地域に雇用

や交流が生まれる場所づくりを目指しています 」 

（山小屋M SHINE：経営・藤本美和さん） 

「小さい頃から“お菓子屋さんになりたい”という夢があり、“庄籠製菓

舗”を続けたいという気持ちが大きな原動力になりました。外に出て初め

て、湯前町にはまだ知られていない魅力がたくさんあることに気づきまし

た。自由に挑戦できる」この町が大好きです！これからも、地元に愛される

お店としてお菓子を通して湯前町の魅力を全国、そして世界へ届けていきた

いです！」 

（庄籠製菓舗：菓子製造業・庄籠あずきさん） 



 

 

 

 

 

 

 

 

～～こども園で経験できる遊び～～ 

すべての子どもが持つ無限の可能性を引き出す環境 

• 習字・書道 

• 科学の芽・言葉の世界 

• 英語であそぶ ECCジュニア パパっと英語 

• 4歳児からデジタル教材使用 天神使用 

• 運動はすべての発達の源 運動遊び 

• 表現（絵画・音楽）活動 

• 戸外あそび・自然体験・ビオトープ 

• 食育 

• 療育施設と連携した発達支援 

 

３年計画で完成した大型遊具のある広い園庭は、 
地域子育て支援の一環として日曜祝祭日に地域に開放

しています。どなたでも遊びに来られます♪ 

募集対象：0歳児〜5歳児（定員4５名）随時入園可 （バス送迎あり） 

保育時間：7:00〜18:00（延長保育あり～19：00） 

給  食：完全自園調理・アレルギー対応・離乳食対応・病児食対応可 

仏教行事：花まつり・成道会・涅槃会・お盆・お彼岸など 年 8回 

年間行事：運動会・発表会・地域交流会・祖父母参観など 

他の事業：学童クラブ・子育てサークル・病児保育 

慈光こども園  

〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1962-1 

ＴＥＬ0966-43-2180   

ｍａｉｌ：kodomoen@jikou-m.jp 

 

慈光こども園のビオトープ「ス
マイルビオ」  

ミズカマキリが住んでいます！ 

駐車場から見える市房山 

園の様子 

秋の遠足 


